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第１節 計画作成の趣旨等 

１ 計画の目的 

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある大規模な災害

に対処するため、本市や指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機

関がその有する機能を有効に発揮して、市域における災害予防、応急対策及び災害復旧・

復興を実施することにより、災害から市民の生命、身体及び財産を保護するとともに、災

害による被害を軽減し、もって社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的と

する。 

 

２ 計画の性格 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき長岡市防災

会議が策定する長岡市地域防災計画であり、市域における風水害、土砂災害、雪害、震災

等の対策に関し、総合的かつ基本的な性格を有するものである。 

 

３ 長岡市地域防災計画の構成 

長岡市地域防災計画は、次により構成される。 

 

 

 

４ 他の計画及び他の法令等に基づく計画との関係 

⑴ 新潟県地域防災計画との関係 

この計画は、新潟県地域防災計画との整合性を有する。 

 

⑵ 他の法令等に基づく計画との関係 

この計画は、本市の地域に係る災害対策の基本としての性格を有するものであって、

他の法令の規定に基づく計画の防災に関する部分については、この計画との整合性を図

るものとする。  
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⑶ 水防法第33条に基づく水防計画との関係 

この計画は、「長岡市水防計画」を兼ねるものとする。 

 

５ 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき毎年検討を加え、必要があると認め

るときは、これを修正する。 

 

６ 細部要領等の制定 

市及び防災関係機関等は、この計画に基づき、各々処理すべき防災業務について必要な

事項を細部要領やマニュアル等で定め、より具体的な災害の予防対策、応急対策及び復

旧・復興対策の推進体制を整える。 

 

７ 計画の習熟 

市及び防災関係機関は、日頃から訓練、研究、その他の方法により、この計画の習熟に

努める。 
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第２節 長岡市防災体制強化の指針 

１ 指針の役割 

「長岡市防災体制強化の指針」は、防災の専門家で構成する「長岡市防災体制検討委員

会」から平成18年２月に受けた「新たな防災体制の整備に関する提言」を踏まえ、市民、

企業等民間団体、学術研究機関、行政などが力を合わせて防災体制を強化していくための

５つの柱を示したものである。（提言要旨は資料編1-5に示す。） 

この指針に基づき、長岡市地域防災計画の見直しや各種マニュアルづくりを行うととも

に、市民力・地域力を最大限に生かした具体的な取組を進め、「日本一災害に強い都市(ま

ち)づくり」を目指している。 

なお、ここに記載する指針は「新たな防災体制の整備に関する提言」を踏まえて策定し

た当時のものであるため、本計画の改定時点と異なる事実や用語については、状況を踏ま

えて適宜読み替えるものとする。 

 

２ 指針の構成 

◎長岡市防災体制強化の指針 ５つの柱 

⑴ 自分や家族を守るために災害予防を施し、被害をできるだけ小さくする「災害予防と

減災対策」 

⑵ 日ごろの地域のつながりが災害時にも大きな力を発揮する「地域防災力の強化」 

⑶ 災害情報を市民に迅速かつ的確に伝達する「災害情報伝達体制の整備」 

⑷ 万が一に備え、住民が安心して避難できる「応急対策と避難環境の整備」 

⑸ 平常時の業務やネットワークを活用する「災害対策本部機能の強化」 
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３ 長岡市防災体制強化の指針 ５つの柱 

⑴ 災害予防と減災対策 

我が家の耐震補強や家具の固定など、事前の耐震、耐災の取組を行うことは、物的被

害を軽減させ、何よりも人命を救うということにつながる。 

―我が家が避難所 だから強く安全に―これを長岡市が目指す防災のキーワードと

し、災害予防と減災対策に重点を置いた取組を進める。 

 

⑵ 地域防災力の強化 

日ごろから活発なコミュニティ活動を行っていた町内会や自主防災会などは、災害時

も大きな力を発揮している。このことから、地域コミュニティを基本とし、隣近所の日

常の結びつきが災害時にも生かせる仕組みづくりを進めていく。 

 

⑶ 災害情報伝達体制の整備 

災害の被害を最小限にくい止めるためには、災害情報を迅速かつ的確に収集伝達する

ことが大切である。コミュニティFM放送の受信エリア拡大を図りながら、市民それぞれ

のニーズに対応した効果的な情報収集伝達体制の整備を進める。 

 

⑷ 応急対策と避難環境の整備 

大規模地震など、万が一の場合に備え、住民が安心して避難できる環境づくりを進め

る。また、住民、学校や企業が一緒になって取り組む避難対策を進めていく。 

 

⑸ 災害対策本部機能の強化 

行政の災害対応力向上も、防災体制強化に向けた重要な取組のひとつである。平常時

に市の各部署が持つ専門知識や人的ネットワークを最大限に生かした防災体制づくりを

進め、本部機能の強化を図るとともに、現地対策本部が迅速に対応できる体制づくりを

進めていく。 
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第３節 防災関係機関等の責務と処理すべき

事務又は業務の大綱 

１ 理念 

次に掲げる事項を長岡市の災害対策の基本理念とする。 

⑴ 本市の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の

発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速

な回復を図る。 

⑵ 本計画においては、自然災害に対する施設能力や行政主導の避難対策等には限界があ

ることを理解した上で、災害対策に当たる者それぞれが適切な役割分担及び相互の連携

協力を確保する。これと併せて、「長岡市自助・共助の意識を高め市民のいのちを守る

条例」の基本理念に基づき、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織その

他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進する。 

⑶ 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること、並びに科学的知

見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図る。 

⑷ 災害の発生直後、その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる

限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に

配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護する。 

⑸ 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性

別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護

する。 

⑹ 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの

復興を図る。 

⑺ 大規模な災害が発生しても、「ハード（施設・設備等）・ソフト（情報・知識、意

識・行動等）の総合力」で危機的・壊滅的な状況に陥らせない「災害に強い長岡市」を

実現していく。 

⑻ 近年、激甚化・頻発化する災害について、より効果的・効率的に対応するためには、

AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット）等のデジタル技術の活用が不可欠である

ことに鑑み、防災におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する。 

 

２ 各機関等の責務 

⑴ 市民 

市民は、日頃から災害に備え、市、県、その他防災関係機関の実施する防災活動に参

加・協力するとともに、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識のもとに積極

的に自主防災活動を行う。 
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⑵ 市・県・防災関係機関 

① 市 

ア 防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、災害から市域並びに市

民の生命、身体及び財産を保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関、他の地方公共団体及び市民の協力を得て防災活動を実施する。 

イ 災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組

む。 

ウ 男女共同参画の視点からも、平時及び災害時における男女共同参画担当部局及び

男女平等推進センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連

携し、明確化しておくよう努める。 

エ 自らの対処能力が不足した場合、国、他の地方公共団体からの支援や、NPO、ボラ

ンティア、企業・団体等の協力を得ながら十分に対応できるよう、事前の体制整備

に努めるとともに、連絡先の共有の徹底等の実効性の確保に努める。 

オ 津波災害については、消防職員及び消防団員など防災対応や避難誘導に当たる者

の危険を回避するため、退避ルールの確立と災害時の消防団活動等を明確化させ、

津波到達時間内での防災対応や避難誘導に係る行動ルールを定める。 

 

② 県 

市町村を包含する広域的地方公共団体として、大規模災害から県の地域並びに地域

住民の生命、身体及び財産を保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定

地方公共機関、他の地方公共団体及び市民の協力を得て防災活動を実施するととも

に、市及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。 

 

③ 指定地方行政機関 

大規模災害から市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、指

定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するととも

に、市及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

④ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

業務の公共性又は公益性から自ら防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が

円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

⑤ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

日頃から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には災害応急措置を実施す

る。また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

３ 自助・共助・公助の推進 

⑴ 自助の推進 

ア 住民及び企業等は、災害又はこれにつながるような事象への関心を高め、住民等が

主体となって「自らの命は自らが守る」という意識を持ち行動するよう努める。 

イ 住民及び企業等は、自らの責任において自身及びその保護すべき者の災害からの安
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全を確保し、自らの社会的な責務を果たせるよう努めなければならない。 

ウ 市及び県は、住民及び企業等の自助の推進について、啓発と環境整備に努める。 

エ 津波災害においては、自ら避難することが地域住民の避難につながるとともに、と

もに声を掛け合いながら迅速に避難するなど、避難の呼びかけ及び率先避難を行う。 

オ 津波による人的被害を軽減する方策は住民等の避難行動が基本となることから、強

い揺れや弱くても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、自らの判断で、迷う

ことなく迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難を開始する。 

 

⑵ 共助の推進 

ア 住民及び企業等は、災害で困窮した隣人に無関心であってはならない。 

イ 住民は、その居住地域における安全確保のため相互に助け合い、災害の予防・応急

対策を共同で行うよう努める。 

ウ 企業等は、その立地地域において、住民の行う防災活動への協力に努める。 

エ 市及び県は、住民及び企業等の共助の推進について、啓発と環境整備に努める。 

オ 一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防

災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難

支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努める。必要に応じて、当該地区におけ

る自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として防災会

議に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。 

カ 津波災害においては、自ら避難することが地域住民の避難につながるとともに、と

もに声を掛け合いながら迅速に避難するなど、地域が一体となって、避難の呼びかけ

及び率先避難を行う。 

キ 津波浸水想定区域内にある消防団は、気象庁から大津波警報、津波警報又は津波注

意報（以下「津波警報等」という。）の情報を入手するまでは原則として避難を優先

し、また、津波が想定される場合の消防団員の活動上の安全を確保するため、水門等

の操作活動の最小化に努める。 

 

⑶ 公助の充実 

ア 市及び県、防災関係機関は、災害時の住民等の安全確保と被災者の救済・支援を災

害発生時に迅速かつ有効に実施できるよう、以下により災害対応能力の維持・向上に

努める。 

(ｱ) 専門知識を持った職員の養成・配置と災害時の組織体制の整備 

(ｲ) 災害時にも機能停止に陥らないための庁舎・設備・施設・装備等の整備 

(ｳ) 職員の教育・研修・訓練による習熟 

(ｴ) 国の研修機関等並びに県及び市町村の研修制度の充実、大学の防災に関する講座

等との連携等により人材育成を体系的に図る仕組みの構築 

(ｵ) ハザードマップの作成、避難指示等の判断基準等の明確化 

(ｶ) 災害対応業務のプログラム化、標準化 

(ｷ) 緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みの平時からの構築 
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(ｸ) 指定緊急避難場所、指定避難所の整備や備蓄物資の配備など、防災に関する諸活

動の推進に当たっての、公共用地・国有財産の活用 

イ 市、県及び防災関係機関は、平時から、住民等が主体的かつ適切に避難をはじめと

する行動がとれるように支援の強化・充実を図る。 

ウ 市、県及び防災関係機関は、住民及び企業等が公の支援を遅滞なく適切に受けられ

るよう、確実に周知しなければならない。 

エ 市、県及び防災関係機関は、発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、災害対応

経験者をリスト化するなど、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備

に努める。また、市、県は、退職者（自衛隊等の国の機関の退職者を含む。）の活用

や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるよう努める。 

オ 市、県及び防災関係機関は、相互の連携・協力のための体制を整備し、広域的な応

援・受援体制の強化・充実を図る。 

カ 市及び県は、平時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、地域の実

情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関

係者が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの

被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。 

キ 市は、地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市の一定の地区内の住民及び

当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、地域

防災計画に地区防災計画を定める。 

 

４ 要配慮者及び複合災害への配慮 

⑴ 要配慮者への配慮と男女共同参画及び性的少数者の視点に立った対策 

ア 各業務の計画及び実施に当たっては、要配慮者の安全確保対策に十分配慮する。ま

た、在日・訪日外国人が増加していることから、被災地に生活基盤を持ち、避難生活

や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と、早期帰国等に向けた交通情報を

必要とする訪日外国人は行動特性やニーズなどが異なることを踏まえ、それぞれに応

じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や円滑な避難誘導体制の構築に努めるなど、

災害発生時に、要配慮者としての外国人にも十分配慮する。本計画では、第２編及び

第３編の関係節において具体的な対応策を示す。 

イ 計画の策定及び実施に当たっては、男女共同参画及び性的少数者の視点から必要な

対応をする。 

 

⑵ 複合災害への配慮 

積雪期の地震発生などの複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それら

の影響が複合化すること）について、各業務においてあらかじめ考慮する。 

 

５ 感染症対策の観点を取り入れた防災対策 

新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対

策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対

策を推進する。  
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６ 計画の実効性の確保 

市、県及び防災関係機関は、本計画上の防災対策の実効性を担保するため、連携して以

下のとおり取り組む。 

⑴ 過去の災害対応の教訓の共有を図るなど、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を

実施する。 

⑵ 関係する施設・資機材の整備、物資の備蓄、組織・体制の整備、関係機関との役割分

担の確認などを平時から行うよう努める。 

⑶ 研修や訓練を通じて非常時の意思疎通に食い違いを来さないよう、「顔の見える関

係」を構築し、信頼関係を醸成するよう努めるとともに、計画内容の習熟を図る。 

 

７ 各防災機関の事務又は業務の大綱 

市及び市域を管轄する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び市内の

公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を通じて

市域に係る防災に寄与すべきものとし、それぞれが災害時に処理すべき事務又は業務の大

綱は、次のとおりとする。なお、次表に記載のない機関については、新潟県地域防災計画

を参照のこと。 

 

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

長岡市 

１ 長岡市防災会議に関すること 

２ 市内における公共的団体及び住民の自主防災組織の育成指導に

関すること 

３ 災害予警報等情報の収集伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報並びに高齢者等避難の発令、避難指示等に関すること

６ 被災者の救助に関すること 

７ 県知事の委任を受けて行う、災害救助法に基づく被災者の救助

に関すること 

８ 災害時の清掃・防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

９ 消防活動及び浸水対策活動に関すること 

10 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

11 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

12 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関す

ること 

13 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること

14 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の

整備に関すること 

15 水道等公営事業の災害対策に関すること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

新潟県 

１ 新潟県防災会議に関すること 

２ 市、指定公共機関及び指定地方公共機関の防災事務又は業務の

実施についての総合調整に関すること 

３ 災害予警報等情報の伝達に関すること 

４ 被災状況に関する情報収集に関すること 

５ 災害広報に関すること 

６ 避難指示等に関すること 

７ 市町村の実施する高齢者等避難の発令に係る情報提供・技術的

支援に関すること 

８ 本市の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること 

９ 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

10 災害時の防疫その他保健衛生の応急措置に関すること 

11 本市の実施する消防活動及び浸水対策活動に対する指示及び援

助に関すること 

12 被災児童・生徒等に対する応急の教育に関すること 

13 被災要配慮者に対する相談及び援護に関すること 

14 公共土木施設、農地及び農業用施設等に対する応急措置に関す

ること 

15 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関するこ

と 

16 緊急通行車両の確認に関すること 

17 消防、浸水対策、救助その他防災に関する業務施設及び設備の

整備に関すること 

18 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

19 他の都道府県に対する応援要請に関すること 

・新潟県警察本部 

・長岡警察署 

・見附警察署 

・与板警察署 

・柏崎警察署 

・小千谷警察署 

１ 避難誘導、被災者の救出その他人命保護に関すること 

２ 交通規制、緊急通行車両の確認及び緊急交通路の確保に関する

こと 

３ 行方不明者調査及び死体の検視に関すること 

４ 犯罪の予防・取締り、混乱の防止その他秩序の維持に必要な措

置に関すること 

指
定
地
方
行
政
機
関 

長岡労働基準監督署 災害時における産業安全確保措置に関すること 

北陸農政局 

新潟県拠点 

１ 国営農業用施設の整備並びにその防災管理及び災害復旧に関す

ること 

２ 農地及び農業用施設災害復旧事業の緊急査定に関すること 

３ 農業用施設における事前防災の徹底に関すること 

４ 災害時における応急食料の緊急引き渡しに関すること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

中越森林管理署

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持及び造成に

関すること 

２ 民有林直轄治山事業の実施に関すること 

３ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること 

新潟地方気象台

１ 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発

表に関すること 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動

に限る）及び水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達

及び解説に関すること 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関

すること 

５ 防災気象情報の理解促進及び防災知識の普及啓発に関すること

•  信濃川河川事務所

•  信濃川下流河川事務所

１ 信濃川及び信濃川（下流）に関する洪水予報業務及び水防警報

に関すること 

２ 国の管理に属する河川の管理及び改修、維持修繕、災害復旧等

の工事の実施に関すること 

湯沢砂防事務所
国の指定した直轄工事施工区域内においての砂防の実施及び災害

復旧に関すること 

長岡国道事務所
一般国道（8,17,116）の改築、管理、維持修繕、除雪及び災害復

旧工事に関すること 

海上保安本部 

１ 海難等の救助及び海上交通の安全確保に関すること 

２ 海上における治安の維持及び災害時における海上の救済援助に

関すること 

３ 通信の確保に関すること 

４ 船舶等への津波警報の伝達に関すること 

陸上自衛隊高田駐屯地 

１ 防災関係資料の事前収集と災害派遣準備体制の確立に関するこ

と 

２ 災害発生時の情報収集活動への協力に関すること 

３ 災害出動要請又は出動命令に基づく人命救助を最優先とした応

急救援活動の実施に関すること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

指
定
公
共
機
関 

国立研究開発法
人防災科学技術
研究所雪氷防災
研究センター 

１ 防災に関する研究活動等の推進に関すること 

２ 市の行う防災活動に対する協力に関すること 

日本郵便㈱ 

長岡郵便局 

１ 災害時における郵便業務運営の確保に関すること 

２ 郵便事業に係る災害特別事業取扱い及び援護対策に関すること

・東日本旅客
鉄道㈱長岡駅

・日本貨物鉄
道㈱南長岡駅

災害時における鉄道による緊急輸送の確保に関すること 

・NTT東日本㈱

新潟支店 

・NTTドコモビ
ジネス㈱ １ 電気通信設備の整備及び防災管理に関すること 

２ 災害時における緊急通話の確保及び気象警報等の伝達に関する

こと 
・㈱NTTドコモ 

新潟支店 

・KDDI㈱ 

・ソフトバンク㈱ 

・楽天モバイル㈱

東北電力 

ネットワーク㈱ 

・長岡電力センター

・新潟県央電力センター

１ 電力施設等の防災管理及び災害復旧に関すること 

２ 災害時における電力の供給の確保に関すること 

・日本通運㈱ 

中越支店 

・佐川急便㈱ 

長岡店 

・西濃運輸㈱ 

長岡支店 

・福山通運㈱ 

長岡支店 

・ヤマト運輸㈱

長岡主管支店

災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

日本放送協会 

新潟放送局 

長岡報道室 

１ 気象予警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 

日本赤十字社 

新潟県支部 

１ 災害時における医療救護に関すること 

２ 災害時における救援物資の備蓄及び配分に関すること 

３ 災害時の輸血用血液の供給に関すること 

４ 災害義援金の募集、受付及び配分に関すること 

５ 労働奉仕班の編成及び派遣のあっせん並びに連絡調整に関する

こと 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東日本高速道路
㈱新潟支社 

長岡管理事務所

１ 高速自動車国道の防災管理に関すること 

２ 災害時の高速自動車国道における交通路の確保に関すること 

３ 高速自動車国道の早期災害復旧に関すること 

指
定
地
方
公
共
機
関 

土地改良区 
水門、水路、ため池等の施設の防災管理及び災害復旧に関する

こと 

北陸瓦斯㈱ 

長岡支社 

１ 都市ガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時における都市ガスの安定的供給に関すること 

(一社）新潟県 

LPガス協会 

長岡支部 

１ LPガス施設等の防災管理に関すること 

２ 災害時におけるLPガスの安定供給に関すること 

・新潟運輸㈱ 

長岡支店 

・中越運送㈱ 

長岡営業所 

災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

越後交通㈱ 災害時における陸路による緊急輸送の確保に関すること 

・㈱新潟放送 

長岡支社 

・㈱NST新潟 

総合テレビ 

・㈱テレビ新潟

放送網 

・㈱新潟テレビ

21長岡支社 

・㈱FMラジオ 

新潟 

・長岡地域 

情報基盤㈱ 

・㈱エヌ・シィ・ティ 

１ 気象警報等の放送に関すること 

２ 災害時における広報活動に関すること 

㈱新潟日報社 

長岡支社 
災害時における広報活動に関すること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

そ
の
他
の
公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
施
設
の
管
理
者 

・森林組合 

・漁業協同組合

・農 業 協 同 組 合等

１ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること 

２ 被災組合員に対する融資又はそのあっせんに関すること 

３ 災害時における緊急物資の調達及び陸路による緊急輸送の確保

に関すること 

公庫・金融機関 災害時における融資・貸付等の金融支援に関すること 

・（一社）長岡市医師会

・見附市南蒲原郡医師会 

・小千谷市魚沼市医師会 

災害時における医療救護に関すること 

・長岡商工会議所 

・商工会 

１ 災害時における物価安定についての協力、徹底に関すること 

２ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせんに関す

ること 

一般診療所・病院
１ 災害時における収容患者に対する医療の確保に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療救護に関すること 

一般運輸事業者 災害時における緊急輸送の確保に関すること 

ダム施設の管理者 ダム操作等施設の防災管理に関すること 

一般建設事業者 災害時における応急復旧の協力に関すること 

危険物関係施設の管理者 災害時における危険物等の保安措置に関すること 

（社福）長岡市 

社会福祉協議会 
市災害ボランティアセンターの設置に関すること 

コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 組
織 、 町 内 会 、 集 落 、
区、町内、自主防災組
織等 

１ 防災活動への協力に関すること 

２ 住民に対する避難誘導への協力に関すること 

３ 指定緊急避難場所や指定避難所の運営への協力に関すること 

４ 防災知識の普及に関すること 

５ 自主防災組織化の促進に関すること 

・ボランティア団体 

・NPO 

・各種団体 

１ 防災活動への協力に関すること 

２ 防災知識の普及に関すること 

３ 災害応急対策への協力に関すること 

４ 本部への情報提供に関すること 

 


